
第１回活性化プラン検討委員会(6/26)及び第１回活性化プラン検討部会(8/8)での意見

施策 分類 第１回検討委員会（6/26）での意見 第１回検討部会（8/8）での意見

1-1
イメージアップ、
PR

・子供（小学校中学校へのアプローチや高校生への印象を変える）や女性（特に子供の進路に
強い影響を持つ母親）を対象とした建設業のPRが大事

・札幌市は20～40代男性の流出率が高いため、特に高専や大学卒の流出を防ぐ取組が必要
・PR＋賃金での優位性もあれば採用につながる

・一般紙にも取り上げられる、大規模かつインパクトのある取組の実施
・母親へのPR。但し、母親の影響が強すぎると子の離職率が高くなる
・業界の長時間労働のイメージがインターネットでも飛び交っている

1-2,3-3,
3-4 女性活躍 ・女性活躍も考えていく余地はあるのではないか

・女性の活躍を推進するための数値目標を掲げるという取組
・女性の採用対象に札幌市立大学のデザイン関係の学部の学生ら含める
・女性の採用自体が目的となったり、女性の目線だけに議論がずれないよう注意

2-1 週休２日
・技能者の場合は週5日になると賃金を1.2倍もらわないと合わなくなる
・週休2日をやらないと若い人が入らず、必要性ははっきりしている
・積雪寒冷地では夏に工事を進めるため、夏の週休2日は難しく後半にまとめて休暇取得となる

・労働基準法の変形労働時間により対応してきた⇒施工時期の週休2日は難しい
・週休2日（１年の1/3休み）で上手くいくか。夜間工事の減などが必要
・夏場だけでなく冬も同様の働く環境を整えないと若い人を募集できない

2-2,2-3 工期の確保・施工
時期の平準化

・工期について、年度の縛りを無くする議論はできないか
・冬期間は工事がなくなるので、除雪も含めて通年での平準化をできないか ・工事・業務の発注において、本州と同様に3月末越えができないか

2-4 作業効率化
・工事書類の簡素化やASPの内容把握が必要。手間が増えるものもある
・書類と写真の削減は札幌市独自でできる取組。採用や時短の取組には工事書類の削減が必要
・残業規制での罰則は会社存続に影響。今の工事量をいかに時短でやり遂げるか

3-2,3-3 助成・支援 ・札幌市の助成制度で限定されている対象が緩和されたら活用しやすくなる ・対象を限定するものではなく、使い勝手のいい助成金制度を要望
3-5 中小企業 ・多くを占める1人2人事務所では、時短や休日確保の取組は困難

4-1,4-2 入札契約制度・工
事等の発注

・くじ引き入札が多いという実態を改善する方向で検討してほしい
・技術力のある企業が札幌市の入札から離れてしまわないような評価方法の工夫が必要

・最低落札率の引上げの実現後に、担い手確保や残業規制などの取組が始まる
・一般競争によるくじ引きの撤廃、多様な入札制度の実現
・分離発注による業界の維持
・品確法改正で調査設計の位置付け変革。担い手確保の取組に技術力を追加

5-1 適正な積算 ・建設機械の経費の実態に即した歩掛の見直し、札幌市独自歩掛の検討

5-2,5-3
事業量の確
保、長期的な見通
しの提示

・ある程度中長期的な規模感を持った公共投資に対する計画、見通し等が必要
・札幌市で将来必要な作業員、技術者、業者数、今後の対応の大きな方針が見える必要性
・地元に根付いている企業が受注できるかが大事で議論の中でいいアイデアが出て欲しい

・企業の各取組の前提として中長期的な事業量確保・見通しが必要

6-1,6-2 生産性向上 ・機械化、ICTにより生産性を高めることは必要 ・i-Conの新技術に対して発注者も勉強が必要。除雪のICT取組の優先実施を
7-1 事業承継 ・経営者の高齢化が相当進む。事業承継・人材育成を諦める経営者もいる
7-2 関係業界 ・警備業協会との連携、プランへの反映。ガードマンの確保

7-3 外国人材 ・土曜日の日本語教育の取組。英語の資格試験など制度も含めた議論が必要
・外国人労働者を相当入れないと不足する。頼らざるを得ない状況となる

7-3 人材掘り起し ・無業の若者等に対しても仕事の場として若者を育てることの連携がとれないか ・ひきこもりの子らを積極的に建設業に誘導する方法の検討

7-4 教育分野との連携 ・教育委員会との連携
・市立大学での建築工学科等の設立など、札幌市の将来を担う若い方を育成

ー その他 ・会社の幹部と現場の末端、監督員と現場代理人などで意志疎通する必要がある
・離職理由は人間関係が多く、年輩と若手職員の考えに食い違いがあるためその対応が必要

・中長期的には、結婚して子供を作る世帯に対する支援が必要
・高齢者の大型車両の適切な運転をサポートする運転免許場等の体制が必要

全般 プラン全体

・将来的に正社員を増やしていくという方向性を重視していくのか
・プランの対象期間5年間の再検討
・建設産業が抱えている課題の解決に向けた市独自の取組目標の設定
・取組目標を進めるための数値目標の設定
・札幌市の特徴や良さが出る独自性を出したらどうか

・下請の視点が目標にない。下請の視点がなければ建築は成り立たない
・週休2日は下請がどう動くかの視点が不足。技術者より技能労働者の問題
・ゼネコンに対する適正な支払いの指導が必要
・市の上位計画、関連計画との整合性が必要
・予算措置や業務評価指標（KPI）等の具体的な進め方

【内容】社会基盤の維持の必要性、建設業の社会的な役割ややりがい、クリエイティブな魅力、現場で楽しく好き

で仕事をしている方（女性）の声、仕事の面白さ、女性が活躍できる場所、業界に入りたいと思える成功モデル

【PR方法】一般市民に向けた大規模なPR、中学・高校での積極的な見学会の開催、親を巻き込むPR活動、
教えてもらうという形の情報発信、体験を聞ける場の提供、働く現場の方のドキュメンタリーなど

【取組例】小学校の測量体験学習会、お菓子の家づくりコンテスト（建築）、協会でのPRビデオ・冊子の製作、
高校の出前講座、2泊3日研修の実施。
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検討委員会・検討部会の意見を踏まえた対応の方向性及び施策の考え方について

1 第１回検討委員会（6/26開催）を踏まえた対応の方向性

３ 施策の考え方について

・特に女性活躍や母親へのPRという視点を反映させるため、女性活躍に関する取組や、その
活躍を通じた魅力発信などを施策及び基本目標に反映させる。
・このことが建設産業の魅力向上と魅力発信の強化、引いては「選ばれる産業」につながるも
のと考える。
・他の意見に関しても、施策の検討に反映させる。

(1) 下請企業や技能労働者への視点を踏まえた施策の追加・見直しについて＜部会＞
・下請の視点について基本方針や基本目標に加えたうえで、品確法にも示される下請契約の適正
化につながる取組について検討し、施策５に記載する予定。
・(4)工事発注の取組においても、下請や技能労働者の視点を踏まえつつ施策を整理する。

(2) イメージアップ、PRの取組について【施策1-1,1-2】＜委員会、部会＞
・建設産業のPRを目的とした既存のイベントを調査し、周知・活用を図るとともに、既存のイ
ベントとの連携・協力や新規イベントなど効果的な取組について検討する。
・普通高校対象の大規模体験型展示イベントの例 「ワク WORK 学校祭」～市と某大手人
材広告企業が開催、出展(企業団体39、学校121)、参加(31校、7,360名)予定
・新規のイベントについては、これまでの意見交換会等での要望・提案等や他自治体の取組等
を参考とし、取組の効果や実現可能性なども考慮し検討する。
・女性対象のPRには、女子ツアー等のイベントの活用や、活動団体との連携等を検討する。
・プランには方向性と例示を記載予定。

(3) 女性活躍【施策1-2,3-4】＜委員会＞
・「男女共同参画さっぽろプラン」に掲げられる施策等を参考に女性活躍に関する施策を検討
するほか、女性の働きやすい職場環境の整備に向けた支援等を検討する。

(4) 工事発注の取組等（週休２日他）【施策2-1,2-2,6-1,6-2】＜委員会、部会＞
・各取組は「推進」を目指しつつ、業界毎の受発注環境や事情の違いを踏まえた方向性とする。
・取組の検討にあたり、「労働基準法改正に伴う残業時間上限規制」「夏場の現場作業を進め
るため変形労働時間制を活用するなど、企業や労働者により多様な働き方が存在」「下請企
業の固定月給制割合が上昇」「一部の工事を週休２日工事として加点対象とすることの問題
点」「現場条件から週休２日の導入困難な工事が存在」等を考慮して、今後の取扱いを検討。

(5) 助成・支援の検討例について【施策3-2,3-3,3-4】＜委員会、部会＞
・市の助成制度について、対象局の枠撤廃と、ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ助成の要件緩和等の見直しを検討。
・道等の助成制度を参考に、市内の業界団体等が活用できる助成制度を検討。
・女性活躍に向けて、庁内の取組との連携や他自治体の取組等を参考に推進策を検討。
・冬みちプランに基づく支援事業（採用に関する支援策等）の検討。
・企業の積極的な情報発信（HPやSNS等）を促進・支援する取組の検討。
・本市主催の勉強会・セミナーの開催を検討（テーマや講師の選定は要望による）。

(6) 入札・契約に関する制度の活用について【施策4-1,4-2】＜委員会、部会＞
・担い手確保、品質確保や地域貢献等の取組や技術力を考慮した発注方法の活用や、新たな取組
の促進に向けた発注方法の検討など、多様な入札契約制度の活用を図る。
・業務においても技術力の評価を行う総合評価落札方式が制度に加わったことから、この導入の
拡大を図る。

２ 第１回検討部会（8/8開催）を踏まえた対応の方向性

・下請や技能労働者に対して十分に配慮したプランにする必要があるため、課題、基本方針及
び基本目標にその視点を加えたうえで、施策にも掲げることとする。
・他の施策に関する意見についても、施策の検討に極力反映させる。
・施策以外の意見（市の既存計画との関連性・位置付け、予算措置、評価指標等）に関しても
整理の方向性を検討する。

(7) 事業量の確保について【施策5-1,5-2,5-3】＜委員会＞
・AP2019策定方針（公表）に「期間内の全政策経費・建設事業費総量を計画化する」と記述。

(8) 警備業協会等の関係業界【施策7-2】＜部会＞
・交通誘導警備員の不足の影響が生じていることから、警備業協会等の関係業界との連携強化
も図り、要望事項なども考慮して施策を検討する。（警備業協会の要望事項は、柔軟な工期
の設定、発注時期の平準化、適正な労務単価、元請下請間の適正な取引の周知等）

(9) 外国人労働者対応、産業人材の掘り起こしについて【施策7-3】＜委員会、部会＞
・外国人労働者の採用や支援、また、人材の掘り起こし等の取組については、産業人材創出推
進本部や分科会での検討と連携して整理する予定。

(10) 既存計画との関連性について【施策7-3】＜部会＞
・「札幌市まちづくり戦略ビジョン」の方向に沿って策定する個別計画として位置付ける予定。
関連計画（冬のみちづくりプラン、産業振興ビジョン、強靭化計画、地域防災計画、男女共
同参画さっぽろプラン等）と連携を図る。

(11) 重要業務評価指標（KPI）の設定について【全般】＜部会＞
・アクションプラン2019では、「建設産業活性化推進事業」の事業目標に対する指標として
「支援制度利用件数」（2018年度73件→2022年度200件）を設定する。
・このほか、持続可能な産業を目指すうえでの評価指標の設定は今後の課題。「札幌市内の建
設業就業者数（5年毎）」「インターンシップ参加者の建設産業への就職者数」などの項目
を検討中。

(12) 札幌市の独自性について＜委員会＞
・配慮事項 対象となる業界団体・企業が道と札幌市で一部異なる、就職先が多種多様、市街
地工事の効率化が困難等

・取組例 道等の助成制度を補完する制度の検討、地域の守り手の体制維持に資する工事発注、
情報発信や採用説明会等の支援等

(13) その他＜委員会＞
・企業の経営層や先輩の意識改革も考慮し、本市主催の勉強会開催や、研修への助成等を検討。
・中長期的な視点も必要なため５年計画としているが、取組の見直しは適宜行うこととする。
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第2回検討委員会（R1.9.9）での意見

施策 分類 第2回検討委員会での意見
目標・施
策全般 プランの体系等 ・策定中のアクションプランを上位計画に位置付けた上で、建設事業費の確保が必要。

2-1 週休2日 ・中小企業が週休2日を実現できるためのスタートアップの支援が必要。
3-1 就業環境整備 ・男女問わず、就業環境整備というメニューのアイデアを出していただきたい。

・女性技術者を継続的に採用している企業では、（雇う側も雇われる側も）継続して女
性技術者を採用、育成することが可能だが、苦労をしている会社もある。
・人手不足なので女性をという意識を変えつつ、男性・女性関係なく、一人の人として活躍
を支援していくことが大事。
・女性技術者が活躍できるところはあり、今後も続く人が増えてほしい。そのために、女性技
術者を現場に置くことを入札条件とするといった制度は前向きにとらえてもいい。
・土木学科の女子学生であっても、結婚や出産を含めて長く続けていくことに不安があり、
建設会社への就職を躊躇してしまう学生が多かったのが残念。長く続けていけることをアピー
ルすることができればいい。
・中小企業では、管理を複数の人間で分けてやれる状況ではなく、1つの現場では1人で住
民対策を含む様々な管理を行わなければならないことから、今のところ難しい。
・今は女性技術者が経験を積む機会が少ないからできないことで、経験を積んでくれば女性
でも、技能労働者よりもやりやすい面はある。
・(男性でも一人前になるには時間を要するが、)女性の場合はその時期に結婚や出産など
がぶつかってしまうというのが採用する側からは心理的ネックではある。
・エース級の人を当てて応札しないと受注できないという状況で、そのような技術者に育てて
いくことに耐えられる女性かどうかが会社の経営基盤に影響してくる。
・女性からすれば出産などは長い人生の一時期であるので、少し大目に見て、トータルで育
てていただくと男性以上に能力を発揮する女性もいる。
・女性を積極的に採用したいとする会社もあれば、そうではない会社もある。
・細かく見ていくと状況がそれぞれ違うことから、視点やフォーカスを絞って女性活躍やその推
進という部分で焦点を合わせた方が分かりやすい。
・使用者側の経験がほとんどないことから、女性を活用する方々の困惑をサポートできる相
談窓口などが必要ではないか。
・(活用する側と働く女性が)困ったときに駆け込める相談窓口がどこかにあるといい。
・女性も男性も平等という基本的な認識の下、女性の特性を上手に使い、根本的なところ
をだんだん修正していくという風にお願いしたい。
・女性にも男性と同じチャンスやきっかけを与えて状況を作っていけばいいのではないか。
・建設産業を選ぶ女性が増えて、女性が働きやすいいい職場だとなっていけば、業界が大き
く変わるチャンスだと感じた。

3-5 中小企業 (・中小企業が週休2日を実現できるためのスタートアップの支援が必要。)

3-6 企業の枠を超え
た支援

・宮城県などの取組には同世代の人集めたネットワークづくりがあり、若者全体に通じる、職
場において非常に疎外感を感じてしまうという気持ちを解消するための視点が重要。
・企業の枠を超えた横のつながりを作るという発想で、会社を超えた同好の集まりに支援す
る方向性もある。

5-2,5-3 事業量確保 (・策定中のアクションプランを上位計画に位置付けた上で、建設事業費の確保が必要。)

7-2 外国人材

・本来であれば人手不足で給料が上がるべき状況で、外国人を活用することにより、日本
人も含めて給料が低く抑えられるという圧力を放置しないでもらいたい。
・経費を含めると役所が設定している単価から相当安い費用にはならないと思うが、外国人
労働者本人の賃金は最低賃金となり、同一労働同一賃金とはなっていない。
・外国人労働者同士の横のネットワークがあり、悪い条件のままだと別の会社に行かれてし
まう可能性がある。

3-4 女性活躍
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（考え方）
・この取組は一部の企業だけ
ではなく全ての企業がプレー
ヤーになることが大切
・市は企業の取組を支援し、
牽引役としての役割を果たす
ことが必要
・技術者と技能労働者の担い
手確保に向け、それぞれの視
点での取組が不可欠である

（仮称）札幌市建設産業活性化プランの課題整理と取組目標までの関係（案）

①生産年齢人口が減少する状況での入職者の確保・育成
・個々の企業努力に加え、業界全体での取組が必要
・若年層の建設産業への入職率が低く、若年層や就業者の
少ない女性の入職者を増やす取組が不可欠

・就業者の定着に向けて指導やサポート体制の充実が必要

②時間外労働の上限規制による労働時間の縮減
・働き方改革関連法の成立により労働時間縮減が必須

③技術者・技能労働者の能力発揮につながる環境整備
・就業者の不足を補うため年間通じての活躍を促進

④建設産業に対するイメージの改善
・一般市民に対して、建設産業のネガティブなイメージを
払拭し、役割・魅力を的確に周知する取組が不可欠

①建設産業の発展に向けた技術力の維持・向上
・低コストで良質なインフラ整備・維持を図るうえで必要

②i-Constructionによる現場生産性の向上や作業効率化
・技術力向上、労働力不足への対応、労働時間縮減に不可欠

③経営基盤の強化
・産業の発展や担い手確保等の取組を進めるために必要
・今後も下請企業へのしわ寄せが継続・拡大する懸念

１ これからの建設業
を支える担い手の確
保・育成と女性活躍の
推進
（考え方）
・建設産業が選ばれる
産業になるためには魅
力向上が不可欠
・技術者や技能労働者
の入職者の確保・育成
のほか、離職防止、就
業環境改善等の取組に
資する施策を推進
・女性活躍の推進と魅
力発信の強化が重要

２ 地域の安全・安心
の確保
（考え方）
・除排雪や災害対応体
制の確保に向けて、建
設産業の就業者の確保
とともに、省力化・生
産性向上による体制確
保を目指す

３ 技術力の向上、作
業効率化や経営基盤の
強化
（考え方）
・技術力の向上や作業
の効率化は、品質の確
保とともに労働力不足
への対応や労働時間縮
減につながる取組
・経営安定化は各取組
を推進する前提として
必要、特に下請企業へ
の配慮が不可欠

４ 様々な主体の連携
強化による一体的且つ
持続的な取組の実施
（考え方）
・他機関等との連携背
景やこれまでの経緯を
踏まえ、新たな課題に
対応するための強化や
長期的な視点が不可欠

取組目標２：建設産業の働き方改革の推進
施策2-1：工事発注における週休２日の取組の推進
施策2-2：適正な工期及び業務履行期間の設定
施策2-3：施工時期及び業務履行期限の平準化の推進
施策2-4：受注者の作業効率化の推進
施策2-5：労働時間縮減に向けた取組の推進

取組目標８：将来に向けた広い観点での中長期的課題の検討
施策8-1：地元建設産業の持続的な体制の確保に向けた中長期的課

題の検討
施策8-2：国の政策に関する業界の要望に対する札幌市としての協

力検討
施策8-3：官民含めた建設業界全体での働き方改革の推進

取組目標３：担い手確保に向けた取組の推進
施策3-1：担い手確保に向けた取組の積極的な実施
施策3-2：建設産業の活性化に資する取組に対する助成制度の検討
施策3-3：建設産業での女性活躍を推進する施策の検討
施策3-4：技術者及び技能労働者の採用に向けた取組等への支援
施策3-5：企業の枠を超えた若者・女性の活動に対する支援
施策3-6：各種支援制度等に関する情報の集約・発信

取組目標１：建設産業の魅力向上や市民理解への取組
施策1-1：建設産業のPR事業の推進
施策1-2：女性活躍を通じた魅力発信の強化

取組目標４：人材確保、品質確保や地域貢献等に取り組む企業の
支援
施策4-1：企業の人材確保等の取組や技術力を考慮した発注方法の

活用
施策4-2：建設産業の活性化に資する取組に対する表彰制度等の検

討
方策の検討

取組目標５：企業の経営基盤の強化と適正な利潤の確保
施策5-1：適正な予定価格の設定
施策5-2：中長期的な事業量の確保
施策5-3：地元企業の受注機会の確保
施策5-4：下請契約の適正化及び技能労働者の処遇改善に向けた取

組の実施
施策5-5：下請契約等の適正化に関する啓発の強化

取組目標６：生産性向上につながるi-Constructionの推進
施策6-1：ICT活用工事の拡大
施策6-2：i-Constructionによる事業の効率化
施策6-3：ICT施工の導入促進策の検討

取組目標７：建設産業の発展に向けた横断的な取組の実施
施策7-1：企業の事業承継などの取組への支援
施策7-2：関係業界との連携強化
施策7-3：札幌市産業人材創出推進本部や既存計画等との連携
施策7-4：教育分野との連携強化
施策7-5：道内の建設産業関連の施策との連携強化

本市の建設産業の活性化に向けた課題 基本理念・基本方針 基本目標 取組目標（想定される施策）

(1) 担い手の確保・育成に関する課題

(2) 地域の安全・安心の確保に関する課題

(3) 技術力の向上、作業効率化や経営基盤の強化に関する課題

(4) 持続可能な社会環境に関する課題

①除排雪作業の担い手確保
・冬期の市民生活や経済活動を守るうえで喫緊の課題

②災害対応体制の維持や発注者との協力関係の確保
・自然災害が発生した際の応急対応や復旧・復興は多くの
建設企業や建設関連企業の献身的な協力により成立

①後継者問題などへの対応
・経営者の高齢化が進み今後の動向・影響が懸念される

②建設系の専門教育を受ける学生数の減少を踏まえた対応
・地元建設企業等への入職を目指す学生等が減少した背景
を踏まえ、教育分野等とも連携して組むことが必要

③外国人労働者の受入拡大に向けた課題への対応
・外国人労働者の活用の必要性と現場での課題を踏まえ、
安心して活用できるための支援等について検討が必要

（考え方）
・これからも市民の期待に応
え、地方創生の担い手＆地元
の誇りとして活躍する未来を
描くことが必要
・各企業にとっても状況の打
破に向けて一歩を踏み出す好
機
・実効性のある取組を推進し
つつ、今後も一層市民の信頼
を得てWIN-WINの関係を築
く

基本理念
・市民の安全・安心な生活
の守り手である建設産業は、
将来に渡って市民生活にな
くてはならない産業である
ことから、今後は一層市民
の信頼を得て、地元の誇り
として他の産業と同等以上
に選ばれ、持続的に発展す
る産業へのステップアップ
を目指す。

基本方針
・建設産業の健全な体制確
保の実現に向け、建設業界
と市が両輪となり生産性向
上や働き方改革等の取組を
推進し、全ての企業がプ
レーヤーとなることで、建
設産業の活性化を図り、技
術者・技能労働者の担い手
確保につなげていく。

資料２
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第５章 施策及び具体的取組

■取組目標１ 建設産業の魅力向上や市民理解への取組
 施策 1-1 建設産業の PR事業の推進【業界団体、企業、市】
施策 1-2 女性活躍を通じた魅力発信の強化【業界団体、企業、市】

■取組目標２ 建設産業の働き方改革の推進
 施策 2-1 工事発注における週休２日の取組の推進【企業、市】
 施策 2-2 適正な工期及び業務履行期間の設定【市】
 施策 2-3 施工時期及び業務履行期限の平準化の推進【市】
 施策 2-4 受注者の作業効率化の推進【市】
施策 2-5 労働時間縮減に向けた取組の推進【企業】

■取組目標３ 担い手確保に向けた取組の推進
 施策 3-1 担い手確保に向けた取組の積極的な実施【企業】
 施策 3-2 建設産業の活性化に資する取組に対する助成制度の検討【市】
 施策 3-3 建設産業での女性活躍を推進する施策の検討【市】
 施策 3-4 技術者及び技能労働者の採用に向けた取組等への支援【市】
 施策 3-5 企業の枠を超えた若者・女性の活動に対する支援【業界団体、企業、市】
施策 3-6 各種支援制度等に関する情報の集約・発信【市】

■取組目標４ 人材確保、品質確保や地域貢献等に取り組む企業の支援
 施策 4-1 企業の人材確保等の取組や技術力を考慮した発注方法の活用【市】
施策 4-2 建設産業の活性化に資する取組に対する表彰制度等の検討【市】

■取組目標５ 企業の経営基盤の強化と適正な利潤の確保
 施策 5-1 適正な予定価格の設定【市】
 施策 5-2 中長期的な事業量の確保【市】
 施策 5-3 地元企業の受注機会の確保【市】
 施策 5-4 下請契約の適正化及び技能労働者の処遇改善に向けた取組の実施【企業】
施策 5-5 下請契約等の適正化に関する啓発の強化【市】

■取組目標６ 生産性向上につながる i-Construction の推進
 施策 6-1 ICT 活用工事の拡大【市】
 施策 6-2 i-Construction による事業の効率化【企業、市】
施策 6-3 ICT施工の導入促進策の検討【市】

■取組目標７ 建設産業の発展に向けた横断的な取組の実施
 施策 7-1 企業の事業承継などの取組への支援【市】
 施策 7-2 関係業界との連携強化【企業、市】
 施策 7-3 札幌市産業人材創出推進本部や既存計画等との連携【市】
 施策 7-4 教育分野との連携強化【市】
施策 7-5 道内の建設産業関連の施策との連携強化【市】

■取組目標８ 将来に向けた広い観点での中長期的課題の検討
 施策 8-1 地元建設産業の持続的な体制の確保に向けた中長期的課題の検討【市】
 施策 8-2 国の政策に関する業界の要望に対する札幌市としての協力検討【市】
施策 8-3 官民含めた建設業界全体での働き方改革の推進【企業、市】

資料３
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第５章 施策及び具体的取組

■取組目標 1 建設産業の魅力向上や市民理解への取組

施策１-１ 建設産業のPR事業の推進【業界団体、企業、市】 

建設現場の労働環境の改善に向け、これまで業界を挙げた取組により改善が図られてきてい
るが、就職後の労働環境や人間関係等を不安視する若者や、子の就職先として反対する親は依
然として多いなど世間一般にはネガティブなイメージを持たれている。その一因として、情報
発信の不足も挙げられる。 

建設産業の担い手確保のためには、建設産業の果たしている社会的役割、魅力や働き方改革
の取組などについて正しく伝え、理解を醸成していくことが必要である。これまで業界団体・
企業や本市において各種 PR の取組が展開されているが、今後も学生や世間一般に対して高い
PR 効果を発揮できるように、各種 PR の取組を一層推進する。 

1-1-1 各種ツアー、施設見学、建設産業ふれあい展などのPR事業の継続・拡大 
（取組・方向性） 

・本市の PR 事業は今後も継続を基本とし、高校生・大学生等を対象とする施設見学
会等については、新規の対象となる学校がある場合は実現に向けて検討する。 

・既存の PR イベントと一層の連携・協力を図るとともに、新規イベントなど効果的
な取組についても検討を進める。新規イベントの検討については、これまでの要望・
提案や他自治体の取組などを参考とする。 

・PR の取組を拡大する際には、学生全般（小学生～大学生、女子学生）、保護者・学
校教諭、既卒者など、対象を広く捉えるよう留意する。検討項目の例及び PR 内容
の留意事項を以下に示す。 

（参考１）PR の取組拡大に向けた検討項目の例 
・既存の PR イベントの継続・拡大（親子・女子対象の施設見学ツアー、学生向け現
場見学会、建設産業ふれあい展、ワク WORK 学校祭※など） 
※ワク WORK 学校祭 高校生（普通高校生を含む）を対象とする進学・就職の総合的な体験型展示イベント

・PR 用パンフレットの作成・頒布 

・建設業界と札幌市が共催する新規 PR イベント 

・地域の守り手の大切さを小学生に意識付けするための雪対策 PR との連携 

（参考２）PR の内容に関する留意事項 
・PR の内容については、次に示す項目などを対象に応じて構成し、効果的なものとな
るよう留意する。 

※建設の仕事の魅力、社会的必要性、建設企業に就職するまでのルート、労働環境に
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第５章 施策及び具体的取組

対する悪いイメージの払拭、安心できる就職先、女性の視点、見学会や就業体験機
会の提供など 

1-1-2 建設産業の魅力を伝えるPRパンフレット等の制作及び活用 
（取組・方向性） 

・建設産業の魅力を的確に伝えるため、対象毎に PR パンフレットを制作し、様々な
PR イベント等において活用する。 
※PR パンフレットの対象例 ①高校生、②小中学生、③女子学生

・PR パンフレット等は、データ化して札幌市や建設企業のホームページ等での活用
も促す。 

・PR 動画の制作などについても検討する。

1-1-3 札幌市や建設業界のホームページの活用等による情報発信体制の充実 
（取組・方向性） 

・各企業や業界団体からの積極的な情報発信が各企業や建設産業に対する理解促進
につながることから、企業や業界団体のホームページ・SNS 等の開設拡大・内容充
実を図ることにより、情報発信の強化を目指す。 

・本市の情報発信について、市の取組を集約するほか、他機関の助成制度、国の取組
や通知、企業の働き方改革の成功事例など、各企業が活用できる幅広い情報を掲載
するともに、各企業の情報発信を効果的にするため、関係団体とのリンクを貼るな
どの見直しを図る。 

・企業や業界団体のホームページ活用による情報発信を促進するため、ホームページ
開設等に対する助成制度などの支援策を検討する。また、各企業のホームページ上
に建設産業の PR パンフの掲載を促す。
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第５章 施策及び具体的取組

施策１-２ 女性活躍を通じた魅力発信の強化【業界団体、企業、市】 

建設現場で活躍する女性の姿は、男性職場の象徴であった建設産業のイメージを大きく変え
るとともに、女性従事者が活躍できる環境を整備することは、全ての従事者が働きやすい環境
を整備することとなり、更なる女性活躍への好循環にもつながることから、女性活躍を通じた
魅力発信を強化する。 

1-2-1 女性技術者等が参加するイベントの実施 
（取組・方向性） 

・本市が開催する「土木施設めぐり女子ツアー」は、女性従事者や女子学生に交流の
場を提供することにより、就職に対する不安の払拭や、社会人になった後の人脈形
成に資するなど、女性従事者の入職促進や離職防止に一定の役割を果たすと考えら
ることから、こうした場での体験談や、参加した学生の声などを、PR に活用する。 

1-2-2 女性の活動団体との連携強化 
（取組・方向性） 

・建設どさん娘の会や設備女子会などの任意団体では、企業の枠を超えて女性の技術
者等が集まり、交流・研修・PR 等に精力的に取り組むことで、建設分野における
女性活躍に大きな役割を果たしていることから、本市の建設産業活性化において
も、こうした団体との連携強化や、活動の継続・拡大に対する支援等が必要であり、
取組を検討する。 
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第５章 施策及び具体的取組

■取組目標 2 建設産業の働き方改革の推進

施策２-１ 工事発注における週休２日の取組の推進【企業、市】 

週休２日は、改正労働基準法への適合を図るとともに、若年層の入職先として選ばれる産業
を目指すためには不可欠な取組であり、発注者と受注者双方で週休２日を推進する。 

なお、札幌市の発注工事は、施設の運用や関連工事との調整など工事毎の現場条件を踏まえ
る必要があり、全ての工事において週休２日の導入が適している状況ではないが、週休２日の
実施を希望する企業に可能な限り対応していくことが重要である。 

2-1-1 週休２日工事の実施拡大 
（発注者の取組） 

①工事での週休２日実施を希望する企業が導入しやすい環境を整えるため、週休２日
を前提とした工期を確保し、可能な限り週休２日工事（受注者希望型）を採用する。
そのために、工期の制約を受けるような場合についても、事業計画の段階から予算
を含めて週休２日を考慮したスケジュールを検討する。 

②週休２日工事達成時の工事成績加点等の取扱いについては、工事の性質上適用でき
ない工事が不利とならないよう配慮する。 

③週休２日の導入と併せて、関連する次の取組についても最大限考慮する。 

・工事発注の際には、工期設定要領に基づき適正な工期を確保する。【施策 2-2-1】 

・労働時間縮減に向けた書類簡素化や作業効率化等の取組を推進する。【施策 2-4-
1～2】 

・工事の余裕期間制度（フレックス方式）の採用が可能な現場については極力採用
する。【施策 2-3-3】 

（受注者の取組） 

①働き方改革の実現のため、週休２日の導入等に積極的に取り組む。 

②週休２日の導入と併せて、関連する次の取組についても最大限考慮する。 

・下請契約の締結等は、国の通知に基づき適正に実施する。【施策 5-4-1】 

・下請企業においても、定額月給制の導入を考慮するなど、労働者の週休２日の希
望に応えることのできる労働環境の確保を目指す。 
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2-1-2 週休２日の導入を考慮した補正率の見直し 
（取組・方向性） 

・週休２日を達成した工事などの間接費や労務費・機械経費の補正などについては、
国や他自治体の動向を踏まえ、適切に対処する。 

・国や道が補正率等の見直しを行う場合には、市としても速やかに追従できるよう対
応を図る。 

施策２-２ 適正な工期及び業務履行期間の設定【市】 

長時間労働の是正や週休２日の確保など建設産業の時間外労働の上限規制の適用に向けた環
境整備に配慮して、発注者として週休２日の確保を前提とする適正な工期及び業務履行期間の
設定に努める。 

2-2-1 週休２日の確保を前提とした工期等の設定 
（取組・方向性） 

・事業計画の検討段階からスケジュールや予算を含めて週休２日を考慮する。 

・工事発注の際には、工期設定要領に基づき適正な工期を確保する。 

・設計業務においても標準的な履行期間を設定するため、国の「履行期間設定支援ツ
ール」の導入状況などを踏まえつつ、適正な履行期間を確保する取組を検討する。 

2-2-2 業務履行期間の変更等の柔軟な運用 
（取組・方向性） 

・災害発生時には、緊急の調査・設計業務や応急復旧工事などへの従事が、他の業務
や工事より優先される必要がある。このように、履行条件に変更があった場合は、
札幌市委託業務契約約款等の規定に基づき、業務履行期間の延長等に対して適切か
つ柔軟な運用を図る。 
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施策２-３ 施工時期及び業務履行期限の平準化の推進【市】 

限られた人材や資機材等で計画的・効率的に工事等を執行するため、施工時期及び業務履行
期限の平準化の取組を推進するとともに、工事の余裕期間制度（フレックス方式）の活用が可
能なものについては積極的に活用を図る。

2-3-1 債務負担行為の活用等による工事の早期発注の継続・拡大 
（取組・方向性） 

・工事の平準化や適期施工の取組として、これまでも各工事発注部局の発注条件にお
いて可能と判断される場合は、債務負担行為の活用等により早期発注に取り組んで
いるところであり、今後においても、発注件数のバランスに留意しながら、引き続
き債務負担行為等の活用を図ることで平準化を推進する。 

2-3-2 業務履行期限の平準化の推進 
（取組・方向性） 

・業務履行期限が年度末に集中するのを防ぐため、早期発注する業務を増加し平準化
を進める。 

・「公共工事の品質確保の促進に関する法律」（以下、品確法）の改正で、繰越明許費
や債務負担行為の活用が明文化されたことを受けて、設計業務等の早期発注に向け
た活用についても検討する。 

（参考）品確法の改正について 
・R1.6 の品確法の改正において、第７条「発注者等の責務」に次の内容が規定された。 
①公共工事等（調査及び設計を含む）の実施時期の平準化を図るため、「繰越明許費
又は債務負担行為の活用による翌年度にわたる工期等の設定」「中長期的な公共
工事等の発注見通しの作成等」を行うこと 

②公共工事等の従事者の労働時間等が適正に確保されるよう、適正な工期を設定す
ること
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2-3-3 余裕期間制度（フレックス方式）対象工事の活用 
（取組・方向性） 

・工事の余裕期間制度（フレックス方式）の適用可能な工事については、円滑な工事
体制の整備や働き方改革の推進につながるなど、受注者にとってのメリットが考え
られることから、対象工事の件数拡大を目指す。 

・導入時は試行により課題の把握に努める。 

（参考）工事の余裕期間制度（フレックス方式）について 
・受注者の円滑な工事体制の整備を図ることを目的とし、全体工期内で受注者が決定する
工事の始期と終期で契約締結を行う制度。受注者にとって、技術者の最適な配置、資機
材の有効活用を図ることで、人材不足の補充、働き方改革の実現、残業時間の縮減など
の効果に結びつくことが期待される。 

・庁舎営繕工事やプラント工事など、施設の運用に関わる場合や工期に制約のある工事に
ついては適用不可である。また、冬期施工による品質低下が生じないような運用が必要
である。 
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施策２-４ 受注者の作業効率化の推進【市】 

建設業や建設関連業では人材不足が進むなか、改正労働基準法への適合と働き方改革の取組
が求められる状況となっている。また、令和元年度に改正された品確法においては、公共工事
に関する測量、調査及び設計が法の対象に追加されたことにより、業務成果の品質向上が求め
られることとなった。このような受注者の取組の必要性を踏まえ、発注者は受注者の作業効率
化に資する取組を推進する。 

2-４-1 工事に係る事務の効率化 
（取組・方向性） 
(1) 工事書類及び検査の簡素化 
・工事書類の簡素化について、北海道建設部での工事書類の標準化・簡素化の取組
を踏まえて同様の取組を進めるなどにより、受注者の工事事務の軽減を図る。 

・中間検査については、負担増につながっている可能性も考慮し、簡素化を検討す
る。 

(2) 電子納品の推進 
・電子納品については、工事事務の効率化のほか、品質向上、情報の長期保存、コ
スト縮減等に効果があることから、国の基準に準拠した電子納品を推進する。 

・データの保管管理が将来必要となる場合も想定されるため、受入体制について検
討を進める。 
※（用語説明）設計金額が２千万円以上の国庫補助事業は対象であり、今後の浸透を考慮 

・電子納品の作業負担も考慮し、受注者が実施を希望する場合に対応を行う。 

(3) ASP の導入推進 
・ASP（情報共有化システム）の活用により工事事務の効率化を図るため、受注者
に対して導入を推進する。但し、システムの利用は受注者側の負担になる場合も
あるため、受注者が希望する場合において対応を行う。 
※（用語説明）ASP 受発注者間でシステム上での情報を交換・共有する情報共有化システム
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2-４-２ 業務等の効率化に資する取組 
（取組・方向性） 

・設計等の業務の発注者は、受注者の時間外や休日の作業・打合せを前提とした指示
を行わないこと（ウィークリースタンス）や、受注者からの質問に対して速やかに
返答すること（ワンデーレスポンス）など、受注者の環境改善につながる対応につ
いて徹底を図る。 

・このほかに、条件明示の徹底、業務スケジュールの適切な管理などの効率化に資す
る取組についても考慮し、受注者の意向を踏まえながら効果的に取り入れることを
検討する。 
※着手時の打合せ等において、業務履行に活用する項目について確認を行うこととする

・工事においても、ウィークリースタンス、ワンデーレスポンスおよび条件明示の徹
底等については業務と同様の取り扱いとするほか、その他の効率化に資する取組に
ついても受注者が希望するものについては、着手時の打合せ等において活用する項
目を確認し、取組の推進に努めることとする。

＜表 業務等の効率化に資する取組項目＞ 
取組項目 取組の内容

①ウィークリースタン
ス 打ち合わせ時間や資料作成に関する依頼時間・期限日等に配慮する 

②ワンデーレスポンス
受注者からの質問・協議に対して発注者からの回答（指示）を速やかに
行う（原則１日以内、困難な場合は受発注者協議の上、回答期限を設け
るなど）

③条件明示の徹底 業務等の発注時において必要な諸条件等の明示を確実に行い、受発注者
間で情報共有する

④業務確認会議 設計方針や設計条件等の確認を、受発注者が一堂に会し実施する

⑤合同現地踏査 受発注者が合同で現地踏査を行うことにより、設計条件や施工の留意点
等の情報共有を図る

⑥業務スケジュールの
適切な管理

業務の進捗状況、懸案事項等について受発注者が共有し、業務を円滑に
実施する（業務スケジュール管理表の活用など）

⑦照査の確実な実施 照査に必要な期間を確保する等の環境整備を行う
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施策２-５ 労働時間縮減に向けた取組の推進【企業】

建設産業の時間外労働の上限規制、適正な休暇の取得に向けて、企業においても労働時間縮
減に向けた取組を推進する。 

2-５-1 各企業での週休２日の確保、または年間トータルでの休暇取得の推進
（取組・方向性） 

・工事や業務の受注者においても、工事や業務の規模、難易度や地域の実情、不稼働
日等を踏まえた適正な工程を確保するとともに、下請業者も含めて工程管理の徹底
を図る。 

・完全週休２日の確保が可能な現場では、土日閉所の促進を図ることとするが、土日
閉所が困難な場合でも、週休２日の確保を目指す。 

・現場条件やその他の理由により週休２日の確保が難しい場合も含めて、現場で働く
全ての人が年間トータルでの適正な休暇を取得できるよう努めるものとする。 

・他官庁との統一土曜閉所等の取組などの機会がある場合には、作業員の意識改革等
の面での効果が期待されることから、積極的に取り組むこととする。



12

第５章 施策及び具体的取組

■取組目標 3 担い手確保に向けた取組の推進 

施策３-１ 担い手確保に向けた取組の積極的な実施【企業】 

人材不足を課題に抱える各企業では、人材確保・育成や働き方改革などの取組を進めていか
なければならない状況であるが、各企業の取組は建設産業全体の担い手確保においても不可欠
であるため、各種支援策などを活用しながら積極的に取組を進めていくことが必要である。 

3-1-1 就業環境の整備や改善の推進 
（取組・方向性） 

・各企業の働き方改革の取組は、各企業が就職先として選ばれ、従事者の定着にもつ
ながる効果があることから、人材確保・育成に向けた取組として就業環境の整備や
改善の推進を図ることとする。 

【各企業が人材確保・育成に向けて取り組む就業環境の整備に関する項目の例】 
休日の確保、時間外労働の縮減、給与水準の引き上げによる処遇改善、ワーク・ライ

フ・バランスの取組、女性が働きやすい職場環境の整備、福利厚生の充実、研修制度の
充実、建設キャリアアップシステムの導入など

3-1-2 学生等の入職促進等に向けたインターンシップ等の取組の推進 
（取組・方向性） 

・学生等の入職促進及び離職防止効果があるとされるインターンシップの実施や、入
職希望者に対する見学受入などの取組を推進する。 

・インターンシップについては、本市の助成制度の活用を図るほか、個々の企業での
実施が難しい場合については、本市や札幌商工会議所が主催するインターンシップ
事業や、さっぽろ季節労働者通年雇用促進支援協議会の職場体験実習等の各種事業
の活用についても考慮する。 

3-1-3 社員 10人未満の企業における入職促進等に向けた取組の推進 
（取組・方向性） 

・就業規則の作成・届出義務のない社員 10 人未満の企業においても、就業規則の作
成に努める。 

【就業規則についての補足】 
・就業規則は社員 10 人以上の場合に作成・届出義務有り（労働基準法第 89 条） 
・10 人未満の企業でも採用時に就業規則に書かれた労働条件を明示することで、入職
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促進・離職防止の効果が期待される。

3-1-4 企業 PRや求人等の各種情報発信の推進 
（取組・方向性） 

・各企業や業界団体からの積極的な情報発信が各企業や建設産業に対する理解促進
につながることから、企業や業界団体のホームページや SNS 等の開設拡大・内容
充実を図ることにより、情報発信の強化を目指す。【施策 1-1-3】 

施策３-２ 建設産業の活性化に資する取組に対する助成制度の拡充【市】 

札幌市では、平成 27 年度に建設業人材確保・育成支援事業を立ち上げて、女性の就業環境
向上やインターンシップに取組む企業等に対する助成事業を一部で実施してきたが、建設産業
の担い手確保や生産性向上に向けた取組を更に推進するため、既存助成制度の見直しや新規助
成制度を検討し、企業の取組を支援する。 

3-2-1 既存の助成制度の見直し（建設業人材確保・育成支援事業） 
（取組・方向性） 
(1) 助成対象の要件緩和、対象工事等の発注部局の制限緩和の取組 
・対象局の拡大 各局発注工事の就業環境改善のみを推進する取組ではないため、対
象となる局を拡大し、全庁的な取組として制度を活用する。 

・インターンシップ助成対象の緩和 現行の３日間実施に対して企業の負担が少ない
２日間に要件緩和を行い、企業の取組の促進効果を狙う。 

(2)免許取得に対する助成制度の対象拡大の検討 
・建設機械運転免許取得助成対象の拡大 除雪オペレーターの担い手確保を目的とし
た制度であるのに対し、建設企業の若年就業者の確保の促進を図るため、他の免許
（大型免許、中型免許等）への拡大を検討する。 
※2t 貨物トラック等は、H29.3 までの普通免許で運転可能であったのが、それ以降は新普
通免許では運転できず、準中型免許が必要

(3) 女性従事者の労働環境整備に対する助成制度の見直し検討 
・女性従事者の労働環境の向上を図るため、女性用トイレ又は更衣室の設置に対する
助成を実施している。これに対し、札幌市でも国の実施する「快適トイレ設置」の
適用も含めた取扱いを検討し、男性従事者も含めた建設現場での環境整備の取組拡
大を図る。 
※（用語説明）国の実施する「快適トイレ設置」 国の設定する装備の基準を備えた「快適
トイレ」の設置費用を工事費に計上する制度 

(4) 手続きの簡素化の検討
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・助成制度の利用拡大に向けて、使い易い制度と事務処理の効率化を目指して、申請
手続きの簡素化を検討する。 

3-2-2 建設産業の担い手確保等の取組に対する支援策の検討 
（取組・方向性） 

(1) 建設産業の担い手確保等に向けた企業の取組に対する助成制度の検討

・建設産業の担い手確保等に向けた企業の取組を広く支援するため、建設業担い手対
策支援事業補助金（道）（構成員が一市町村に限定されない団体）や、道内建設業
担い手確保助成事業（北海道建設業信用保証 地方建協を通じて申請）の助成を受
けられない団体においても、担い手確保の様々な取組に活用できる助成制度を検討
する。 
※新規採用職員等を対象とした研修開催や建設業の PR の取組費用等の補助を想定

(2) 企業の情報発信体制等の取組に対する支援策等の検討 

・企業のホームページ整備【施策 1-1-3、3-1-4】や就業規則作成【施策 3-1-3】等
に要する費用負担に対する助成や、専門家の派遣などの支援策を検討する。 

3-2-3 建設現場での生産性向上等の取組に対する支援策の検討 
（取組・方向性） 

・市街地工事での ICT 施工を促進するため、小規模土工に係る基準改定等の動向を
踏まえつつ、ICT 建機のリース料に係る持ち出し費用に対する助成など、支援策を
検討する。【施策 6-3-1】 

3-2-4 関連分野の人材確保・育成支援事業との連携等 
（取組・方向性） 
(1) ものづくり産業関係の技能者の人材確保・育成支援事業 

・小中学生が建築関連の専門工事業の技能を体験できる「技能フェスティバル」（札
幌地方職業能力開発協会が開催）の開催を支援する。 

・職業能力開発促進法に基づき認定を受けた団体・法人等（建築、鉄筋、左官、塗装
関係など）が実施する職業訓練の経費に対する補助を行う。 

・建設産業の活性化につながる取組としても周知を図る。 
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施策３-３ 建設産業での女性活躍を推進する施策の検討【市】 

建設産業での女性活躍を推進するため、女性にとって良好な就業環境や各企業における女性
活躍の優良事例等について、入職志望者や受入企業へ情報発信を行うなど建設産業での女性活
躍を推進する施策を検討する。 

3-3-1 札幌市の女性活躍に関する取組・施策との連携強化 
（取組・方向性） 

・建設産業での女性活躍の推進に向けて効果的な取組を目指し、「女性の職業生活に
おける活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）」に定める市町村推進計画を包
含するものとして策定された「第４次男女共同参画さっぽろプラン（計画期間 2018
～2022 年度）」との整合性を図りながら、既存の取組との連携を図る。 

3-3-2 女性の活躍に必要となる就業環境の改善の取組 
（取組・方向性） 
(1) 女性活躍に取り組む企業に関する情報発信の検討 
・女性活躍に関する先進的な取組を行う企業に関する情報については、建設産業への
入職を志す女性にとって重要な情報であることを踏まえ、札幌市ワーク・ライフ・
バランス plus 企業認証制度や「えるぼし」認定制度の認証等を取得した企業につ
いて、建設産業における優良事例の情報発信を検討する。 

(2) 女性が働きやすい職場環境づくりの取組に関する情報発信の検討 
・新規で女性採用を検討する企業においては、女性を雇用するうえでの環境整備や育
成方法その他についての成功モデルやノウハウに関する情報が必要であることを
踏まえ、札幌市が札幌商工会議所と連携して実施する「札幌市女性活躍推進に向け
た働き方改革ロールモデルづくり」事業のモデル企業の取組に関する情報発信を行
い、女性が働きやすい職場環境づくりを目指す企業に対する先進事例を提供する。 

・市が専門家を招聘してセミナーを開催する等の支援策についても検討を進める。 

(3) 本市の建設産業での女性活躍推進に関する具体的な取組の検討
・上記の女性活躍推進に関する各種事業との連携や、国交省が策定する新たな計画を
踏まえ、本市の女性活躍推進に関する具体的な取組を検討する。 
※国交省が令和元年 7 月に「建設業における女性活躍推進に関する新計画策定委員会」を
立ち上げ、検討を進めている。（新計画策定は令和元年 12 月頃の予定）
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＜表 女性活躍に取り組む企業等の認証・認定制度の例＞ 
認証・認定制度 制度の内容

札幌市ワーク・ライフ・バランス
plus 企業認証制度（札幌市） 

仕事と子育ての両立に積極的に取り組む企業を認証する制
度に女性活躍に関する要素を追加した制度 

「えるぼし」認定制度（厚生労働
省）

女性活躍推進法に基づく一定基準を見たし、女性の活躍推
進に関する状況などが優良な企業を認定する制度

施策３-４ 技術者及び技能労働者の採用に向けた取組等への支援【市】 

少子高齢化が進展する状況において、技術者や技能労働者の採用に課題を抱える企業は多く、
各企業の人材不足の解消や地元建設産業の将来の担い手確保に向けて、企業の採用の取組等へ
の支援が必要となっていることから、各企業の企業紹介や求人情報の情報発信、合同企業説明
会等の効果的な支援策を検討する。 

3-4-1 建設産業の合同企業説明会等に対する支援策の検討 
（取組・方向性） 
(1) 建設業界団体又は企業が開催する合同企業説明会等に対する助成制度適用
の検討
・建設業界団体または企業が開催する合同企業説明会等の助成制度適用について検討
する。（施策 3-3-1 の適用とするなど） 

(2) 札幌市による建設産業の合同企業説明会の開催等の検討 
・建設産業に特化した合同企業説明会を札幌市が開催するなどの支援策について検討
を行う。 

3-4-2 採用説明会等に活用できる建設産業ＰＲ資料の作成、収集 
（取組・方向性） 

・採用説明会等に活用できる PR 用媒体(パンフレット等)を作成する。【施策 1-1-2】 

・他の団体や企業等が作成した既存の PR 用媒体についても、共用が可能なものにつ
いては、様々なイベントや採用説明会等での活用を促進する。 

3-4-3 企業情報の周知に関する支援策の検討 
（取組・方向性） 

・建設関連企業がホームページを通じて自社の紹介や求人情報等を発信する際に、求
職者が市のホームページを通じて各企業の求人等の情報を得やすくなるような支
援策を検討する。 
※業界団体のホームページや求人情報サイト等とリンクを貼ることを想定し、各企
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 業のホームページと直接リンクは想定していない 

3-4-4 企業向けの勉強会やセミナーの開催 
（取組・方向性） 

・建設産業の各企業が入職者の確保や離職防止に向けた取組等について学ぶ機会を
提供するため、本市主催による勉強会やセミナーを開催する。 

施策３-５:企業の枠を超えた若者・女性の活動に対する支援【業界団体、企業、市】 

若者や女性の活躍は建設産業の持続的体制確保に不可欠であるが、市内企業において若者や
女性を数多く雇用する企業は少数であるため、同世代での情報交換等が可能となるよう、合同
研修など企業の枠を超えた横のつながりを創出する機会の確保を支援する。 

3-5-1 若者・女性の活動との連携や横のつながりを創出する機会確保等の支援
（取組・方向性） 

・若者や女性の育成に向け、企業の枠を超えた横のつながりの機会を確保するため、
若者・女性の活動等との連携推進を図るとともに、建設産業の市内企業に入職した
若手従事者を対象とした合同職員研修の開催等の支援策を検討する。 

・女性の活動団体との連携強化や支援の取組を検討する。【施策 1-2-2】 

施策３-６ 各種支援制度等に関する情報の集約・発信【市】 

建設産業の活性化に資する支援制度等が各機関において数多く実施されているが、認知度が
低く活用されていない制度もあるため、各種支援制度の情報を市のホームページに集約し、活
用しやすい情報発信を行う。また、札幌市等の認証制度や認定制度の取得は、企業にとって PR
につながるものもあり、建設産業の企業も視野に入れている就業活動者にとっても有益である
と考えられるため、併せて情報発信を行う。 

3-6-1 各機関が実施する各種支援制度に関する情報の集約・発信 
（取組・方向性） 

・各機関が実施する各種支援制度等に関する情報を収集し、札幌市建設局ホームペー
ジ等と各機関の各種支援制度とのリンクを充実させるとともに、情報を集約しての
情報提供方法を検討し、情報を必要とする人が活用しやすい情報発信を行う。 
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3-6-2 札幌市等の認証・認定制度に関する企業の取組情報の発信 
（取組・方向性） 

・札幌市等が推進する認証・認定制度等を取得する建設企業等の取組に関する情報を
建設産業のホームページから情報発信をすることにより、情報の活用や取組の推進
を図る。 

＜表 札幌市が推進する認証・認定制度の例＞ 
制度 制度の内容

札幌市ワーク・ライフ・バランス
plus 企業認証制度

仕事と子育ての両立に積極的に取り組む企業を認証する制
度に女性活躍に関する要素を追加した制度（H30.4 創設）

さっぽろまちづくりスマイル企業認
定制度

地域のまちづくりに関する企業の公益的な活動を推進する
制度（R1.7 創設）
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■取組目標 4 人材確保、品質確保や地域貢献等に取り組む企業の支援 

施策４-１ 企業の人材確保等の取組や技術力を考慮した発注方法の活用【市】 

工事等の入札時に、価格に加え価格以外の技術力などの要素も総合的に評価して落札者を決
定する総合評価落札方式を充実し、技術力の向上、企業の人材確保や地域貢献などに積極的に
取り組む企業を支援する。 

4-1-1 多様な入札契約制度の活用等 
（取組・方向性） 
(1) 入札契約制度の活用の方向性 
・価格に加え、価格以外の技術力などの要素も総合的に評価して落札者を決定する総
合評価落札方式を充実し、技術力の向上や企業の人材確保の取組などに積極的に取
り組む企業を支援する。なお、令和元年の品確法改正により対象となった調査・設
計も含めて総合評価落札方式の活用を図る。 

・除排雪や災害対応の体制維持を図るため、それらの取組実績やそれらを担う企業の
育成や支援に資する制度を検討する。 

・以上については、いずれも各発注部局の状況に応じた取組とする。 

(2) 新たな取組を考慮した発注方法の検討の方向性 
・当プランに掲げる担い手確保や生産性の向上などの新たな取組を促進するため、国
や他自治体を参考に、幅広く検討する。 

＜表 当プランにおいて推進する取組とそれに対応する工事等の発注方法の例＞ 

推進する取組 取組に対応する発注方法について

①企業の人材確保・育成の取組
の推進 総合評価落札方式（人材の育成や支援の取組を評価） 

②企業の品質確保や技術力向上
の取組の推進 

総合評価落札方式（施工実績や技術力、品質確保の取組等を評
価）、入札参加資格の設定（成績重視型、品質マネジメントシ
ステム認証取得）

③除排雪や災害対応の体制維持 総合評価落札方式（地域貢献の取組を評価）、入札参加資格の
設定（雪対策事業の実績）
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施策４-２ 建設産業の活性化に資する取組に対する表彰制度等の検討【市】 

各企業において実施されている建設産業の活性化に資する様々な取組を、表彰や認証制度の
対象とすることを検討するとともに、またその取組を実施する企業について情報発信を行い、
企業の更なる取組の促進や建設産業全体の PR につなげる。 

4-2-1 表彰や認証・認定制度の充実・活用等の検討 
（取組・方向性） 
(1) 企業の取組促進に向けた表彰や認証・認定制度等の検討 
・建設産業の活性化に資する企業の様々な取組において、表彰や認証・認定制度の対
象となっていないものについては、制度の創設を含めた企業の取組の促進策につい
て検討を進める。 
※建設産業の PR に積極的に取り組む企業や業界団体などを検討対象とすることを想定

(2) 表彰や認証等の対象企業へのインセンティブの検討 
・表彰や認証等の対象となった各企業に対しては、その評価された内容や取組につい
て市ホームページへの公表を行う。この公表が企業の PR の一つとして社会的な評
価につながるほか、建設産業全体の PR 効果としても期待される。 

・表彰や認証等を受けた企業に対して、今後の更なる取組を促進するため、総合評価
落札方式の評価項目としての活用等を検討する。 

＜総合評価落札方式の評価項目となっている表彰・認証制度等の例＞ 
総合評価落札方式の評価項目 表彰・認証制度等

本市工事・業務の表彰回数 工事・業務成績優秀業者表彰

本市雪対策事業等の従事実績 除雪表彰

札幌市ワーク・ライフ・バランスplus 企業
認証の取得状況（ワーク・ライフ・バラン
ス、女性活躍）

札幌市ワーク・ライフ・バランスplus 企業認証 

ISO9001 またはサッポロQMSの取得状況
（工事等の品質管理体制）

ISO9001 認証（別機関）、サッポロQMS認証
（別機関）
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■取組目標 5 企業の経営基盤の強化と適正な利潤の確保

施策５-１ 適正な予定価格の設定【市】 

公共工事等の担い手が中長期的に育成・確保されるための適正な利潤が確保されるよう、市
場や現場の実態等を的確に反映した適正な予定価格の設定を行うとともに、工事等の落札率の
推移を見極めつつ、国や他の地方自治体の動向や、公共工事等の従事者の賃金をはじめとする
労働環境、事業者の経営環境の状況を踏まえた上で、最低制限価格の設定の見直しを図る。 

5-1-1 現場と乖離のない歩掛・積算基準 
（取組・方向性） 

・企業の適正な利潤の確保を可能とするため、積算額と実勢価格に乖離がある場合に
ついては、これまでと同様、設計・積算の見直しを図るよう努めるなど、適正な予
定価格の設定を図る。 

5-1-2 適正な利潤の確保に向けた積算基準の設定 
（取組・方向性） 

・週休２日を達成した工事などの間接費や労務費・機械経費の補正などについては、
国や他自治体の動向を踏まえ、適切に対処する。 

・北海道開発局や道が補正率等の見直しを行う場合には、市としても速やかに追従で
きるよう対応を図る。 

施策５-２ 中長期的な事業量の確保【市】 

地域の建設産業を将来にわたり健全で持続可能な経営主体とし、計画的に人材確保や資機材
の更新を行うため、中長期的な事業量の見通しを示すとともに計画的な事業執行に努める。 

5-2-1 アクションプランに掲げる事業の実施 
（取組・方向性） 
(1) アクションプラン 2019 等での建設事業費の取扱について 
・「札幌市まちづくり戦略ビジョン・アクションプラン 2019」（以下、「アクションプ
ラン」とする。）（案）では、計画期間（2022 年度まで）における歳入や経常的経
費、計画対象となる政策的事業と財源を明示した「中期財政フレーム」を策定する。
この中期財政フレームにおける建設事業費（一般会計費ベース）は 1,000 億円を
超える規模で推移している。また、計画期間内は、この財政フレームに基づき単年
度の予算編成を行うことで、財政規律を堅持しつつ施策を重点化していくこととし
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ている。（12 月策定予定、10/28 パブコメ開始） 

・「札幌市市有建築物及びインフラ施設等の管理に関する基本的な方針」（以下、「イ
ンフラ基本方針」とする。）（案）においては、建設事業費の 10 年間の中期的目標
の設定と、50 年間の長期的試算結果を示す。（12 月策定予定、現時点では未確定） 

(2) アクションプラン 2019 等の計画に掲げる事業の実施 
・アクションプラン及びインフラ基本方針に示す計画値、中期的目標等については、
各インフラ施設等の長寿命化や事業の平準化を図りつつ効率的な維持管理を実現
するために算定した事業量を根拠としている。従って、中長期的な経費の見込みを
踏まえてアクションプランに示された中期財政フレームを構成する各事業につい
て、各施設の所管部局が確実に実施を図るものとする。 

施策５-３ 地元企業の受注機会の確保【市】 

地域の建設産業育成の観点から地元企業の受注機会を確保するため、対象工事等の技術的特
性等に応じて、過度に競争性を低下させないように留意しつつ、今後も入札参加資格を本店所
在地が市内である者に限定した地元企業への優先発注を原則とする。 

5-3-1 工事請負契約に関する市内企業への優先発注の運用徹底 
（取組・方向性） 

・これまでどおり、市内企業への優先発注を原則とする運用を徹底し多様な入札方法
の活用に努める。 

施策５-４ 下請契約の適正化及び技能労働者の処遇改善に向けた取組の実施【企
業】 

改正品確法では、公共工事の品質確保に不可欠な担い手の中長期的な育成・確保を主目的と
して、適正な額の請負代金での下請け契約の締結や技術者・技能労働者に係る賃金を含めた労
働環境の改善に努めること等が受注者の責務として規定されている。 

建設工事の受注者は、工事の適正な施工を確保するため、合理的かつ適正な元請・下請関係
の確立に努めるとともに、建設産業における技能労働者の若年入職者の減少している一因は、
給与水準の低さと社会保険に未加入の企業が多いことがあげられており、担い手確保のために
技能労働者の処遇改善に努める必要がある。 
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第５章 施策及び具体的取組

5-4-1 下請契約の適正化及び技能労働者の処遇改善に向けた取組の実施 
（取組・方向性） 
(1) 下請契約の締結や下請代金支払の適正化の取組 
・工事の受注者は、品確法や次に示す国交省の通知等に基づき、下請契約の締結およ
び適切な代金の支払いなど元請負人と下請負人の間の取引の適正化等に努める。 

(2) 技能労働者の処遇改善の取組 
・工事の受注者は、品確法や次に示す国交省の通知等に基づき、技能労働者の適切な
賃金水準の確保を促し、技能労働者の処遇改善を図ることに努める。 

・技能労働者の処遇改善とキャリアの見える化を推進するため、建設キャリアアップ
システムを活用し、処遇改善や適正な労働時間の管理に努める。 

【下請契約及び下請代金支払の適正化並びに施工管理の徹底等について（平成 30 年 12 月
3 日国交省通知）】 
・下請契約の適正化等に努めるうえでの留意事項として示された項目
※見積について、契約について、検査及び引渡しについて、下請代金支払いについて、技能
労働者への適切な賃金の下請負人への配慮等について、施工管理の徹底について、社会保
険加入の徹底について、技能労働者への適切な賃金の支払いについて、建設業の働き方改
革に向けた適正な工期設定や週休２日の推進等について、ほか 

【技能労働者への適切な賃金水準の確保について（平成 31 年 2 月 22 日国交省通知）】 
・技能労働者の適切な賃金水準確保等に努めるうえでの留意事項として示された項目 
※技能労働者への適切な水準の賃金の支払いについて、インフレスライド条項の適用等につ
いて、法定福利費等の適切な支払いと社会保険への加入徹底に関する指導について、若年
入職者の積極的な確保について、ダンピング受注の取り止めについて、適切な工期設定に
伴う必要経費の確保について、ほか
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施策５-５ 下請契約等の適正化に関する啓発の強化【市】 

適正な元請・下請関係の確立を促すため、入札参加企業に対する下請契約の適正化に関する
啓発を行う。 

5-5-1 下請契約等の適正化に関する啓発の強化 
（取組・方向性） 

・全ての入札参加者に対して、下請契約等の適正化に関する国の通知等を踏まえた啓
発指導文書を送付する。 
※これまでも全ての入札参加社に対する啓発指導文書を年 2 回送付している 

・市が締結する全ての工事契約において、札幌市建設工事施工体系的成果指導要領の
要約版である「工事施工にあたってのお願い」を配布するなど、下請契約に関する
注意事項についての啓発を強化する。 

・建設産業に対して下請契約等の適正化に関する啓発を強化するため、国の通知の周
知徹底に向けた情報発信など、実効性を高めるための取組を検討する。 
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第５章 施策及び具体的取組

■取組目標 6 生産性向上につながる i-Constructionの推進 

施策６-１ ICT活用工事の拡大【市】 

建設産業の働き方改革の推進や労働力不足対策として生産性の向上が不可欠であり、市街地工事
では ICT の適用可能な工事は少なく、プラント工事や営繕工事等では適用可能な技術が整備されて
いない状況であるが、ICT活用工事の適用を推進する。 

6-1-1 ICT土工・舗装工やその他の工種への適用拡大の検討 
（取組・方向性） 

・ICT 活用工事について、今後の適用工種の拡大などの国の動向を注視し、取組の可
能性のあるものについて試行を進めていく。 

施策６-２ i-Construction による事業の効率化【企業、市】 

ICT 技術の全面的な活用、規格の標準化等を行い、建設現場における生産性を向上させ、魅
力ある建設現場を目指す i-Construction に取り組み、事業の効率化を図る。 

6-2-1 除排雪作業の効率化・省力化に向けた ICTの活用 
（取組・方向性） 

・札幌市冬のみちづくりプラン 2018 に示した次の事例についての取組を進める。 

【「札幌市冬のみちづくりプラン 2018」で示した ICT の取組事例】 

・ダンプトラックの運搬距離低減や台数縮減に向けた排雪の搬入先選定の自動化 

・GPS 端末の情報を基にした除雪機械の作業距離の最適化 

・最適な除雪作業判断を支援する気象・道路・交通状況などのビッグデータを活用し
たシステムの検討 

・除雪現場の省力化に関する様々な活動を検討する「i-Snow」への参画による先進技
術の共有と活用

6-2-2 ICT新技術の市街地工事や維持管理分野への活用の検討 
（取組・方向性） 

・i-Construction による事業を拡大していくため、導入が難しいとされる市街地工事
や維持管理分野への ICT 新技術の活用を、国の技術基準類の整備等の動向を踏ま
えて検討する。 
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6-2-3 コンクリートのプレキャスト化の活用の検討 
（取組・方向性） 

・コンクリートの生産性向上を図る部材のプレキャスト化は、特に工期に制約が大き
い場合に有効であることから、工事現場での導入拡大を検討する。 

6-2-4 BIM/CIM活用業務及び設計段階からの３次元設計図面の導入の検討 
（取組・方向性） 

・BIM/CIM 活用業務の積極的な導入を図るとともに、３次元データの活用に向けた
環境整備等の検討を進める。 

施策６-３ ICT 施工の導入促進策の検討【市】 

本市では ICT に適した現場は少なく、また ICT 活用工事の実績のある市内企業も少ない状況
であるが、今後 ICT 施工の拡大を目指すにあたり、ICT 活用工事の推進を図る方策等を検討す
る。 

6-3-1 ICT施工の導入促進策の検討 
（取組・方向性） 

・国の直轄工事や他自治体での運用を参考に、ICT 活用工事での実施率を上げる方策
を検討する。 

・市街地工事での ICT 施工を促進するため、小規模土工に係る基準改定等の動向を
踏まえつつ、ICT 建機のリース料に係る持ち出し費用に対する助成など、支援策を
検討する。【施策 3-2-3 再掲】 
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■取組目標 7 建設業の発展に向けた横断的な取組の実施 

施策 7-１ 企業の事業承継などの取組への支援【市】 

業績や資金面に何ら課題を抱えていないにも関わらず、後継者不在のため中小企業が廃業に
追い込まれるケースが増加しており、建設産業の体制確保への影響や地域経済の衰退にもつな
がる懸念があり、企業の事業承継などの支援策を検討し、雇用環境の確保を図る。 

7-1-1 事業承継に関する市の取組との連携 
（取組・方向性） 

・建設分野において企業の後継者不在を原因とした廃業を防ぐ取組を進めるため、事
業承継に関する市の取組との連携を図る。 

7-1-2 事業承継や合併などにおいて体制維持を目指す企業への支援策の検討 
（取組・方向性） 

・入札参加者に対する合併支援策について周知を図る。 

・建設分野の各企業が合併等による体制維持を目指す際の課題等を整理し、支援の在
り方や方法等について検討する。 

施策7-2 関係業界との連携強化【企業、市】 

建設産業以外の関係業界においても担い手不足が生じており、円滑に工事等を実施するため、
関係業界との連携強化を図る。 

7-2-1 建設業以外の下請業者や取引業者の確保に向けた連携強化 
（取組・方向性） 

・下請等の関係業界との連携強化を図り、要望事項などを考慮して施策を検討する。 

【国交省通知による配慮事項】
・H30.12 国交省通知「下請契約及び下請代金支払の適正化並びに施工管理の徹底等につい
て」において、「資材業者、建設機械又は仮設機材の賃貸業者、警備業者、運送業者等」
に対しても建設業の下請企業に準じた配慮を求めている。
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施策 7-3 札幌市産業人材創出推進本部や既存計画等との連携【市】 

本市の産業人材の創出に関する対策を全庁的に推進する札幌市産業人材創出推進本部など、
関連する計画等との連携を図りながら進める。 

7-3-1 札幌市産業人材創出推進本部の取組との連携 
（取組・方向性） 
(1) 産業人材の掘り起こしに関する取組 
・札幌市産業人材創出推進本部に設置される「労働力不足業界支援分科会」（現時点
では未確定）において、各業界の実態把握や情報共有・連携強化を図っていくため、
建設分野の実態把握等を進めるとともに、分科会で検討される産業人材の掘り起こ
しやマッチング等の取組について、建設分野の取組につなげていく。 

(2) 外国人材の支援に関する取組 
・札幌市産業人材創出推進本部に設置される「外国人材受入支援検討分科会」（現時
点では未確定）において、外国人材の受入を必要としている企業が円滑に受け入れ
ることができるような支援の検討を進めるため、建設分野の外国人材の受入のニー
ズを把握しながら連携を図っていく。

7-3-2 市の既存計画との関連 
（関連計画との連携について） 

・当プランの取組にあたっては、以下に例示する関連計画との連携を図りながら進め
ていくものとする。（アクションプラン 2019 の事業を踏まえて整理予定） 

＜表 当プランに関連する計画の例＞ 
関連計画 関連事項

①札幌市冬のみちづくりプ
ラン（2018）

担い手確保の対象が活性化プランと同じ中小建設企業であるため、
常に連携を図って取組を進める

②札幌市強靭化計画（2019
予定）

施策プログラムに「災害対応等に不可欠な建設産業従事者の確保・
育成」が掲載される予定

③地域防災計画（2017） 災害に強いまちづくり、防災体制の確立等が基本目標と関連

④男女共同参画さっぽろプ
ラン（2018）

活性化プランの女性活躍に関する施策の検討において、このプラン
の施策や参考指標項目などの活用を検討する

⑤札幌市産業振興ビジョン
（2016）

基本施策や取組内容について考慮。経済観光局が掲げる中小・小規
模向けの支援メニューの活用を促進する
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施策 7-4 教育分野との連携強化【市】 

今後の建設産業を含む各産業の担い手確保に向けた取組において、小中学校の教育の中でど
のように位置付けていけるかなど、連携を図ることが必要である。 

7-4-1 教育分野との連携による児童・学生に対するPRの推進 
（取組・方向性） 

・就業前の各世代に応じたニーズの把握や建設産業の PR 方法等を検討するため、学
校教育分野との連携を図り検討を進める。 

施策7-5 道内の建設産業関連の施策との連携強化【市】 

道内の建設産業を取り巻く担い手不足等の状況は共通する部分が多く、対策の方向性として
北海道開発局や北海道庁の施策と同様となるため、連携を密に図っていくことが必要である。 

7-5-1 北海道開発局及び北海道庁との連携強化 
（取組・方向性） 

・建設産業全体の PR や業界への助成・支援など、様々な施策について今後、北海道
開発局や北海道庁との連携を図り、効果的な取組を目指す。 
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■取組目標 8 将来に向けた広い観点での中長期的課題の検討 

施策 8-１ 地元建設産業の持続的な体制の確保に向けた中長期的課題の検討【市】 

外国人労働者への対応など、今後大きな局面の変化や国等の動向を踏まえ、持続的な体制確
保に向けた中長期的な課題について検討する。 

施策 8-2 国の政策に関する業界の要望に対する札幌市としての協力検討【市】 

建設産業の持続的な体制確保のため、業界の要望を国に対して働きかけるなどの協力を検討
する。 

施策 8-3 官民含めた建設業界全体での働き方改革の推進【企業、市】 

民間発注の工事等においても働き方改革が推進されるよう、官民の発注者が連携した取組を
推進する。 


